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児
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の
一
部
を
改
正
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法
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案
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）

、

、

、

本
法
律
案
は

我
が
国
に
お
け
る
急
速
な
少
子
化
の
進
行
等
を
踏
ま
え

総
合
的
な
少
子
化
対
策
を
推
進
す
る
一
環
と
し
て

三
歳
に
満
た
な
い
児
童
の
子
育
て
を
行
う
家
庭
の
経
済
的
負
担
の
軽
減
等
を
図
る
観
点
か
ら
、
三
歳
に
満
た
な
い
児
童
に
係
る

児
童
手
当
及
び
附
則
第
六
条
第
一
項
の
特
例
給
付
の
額
を
、
一
月
に
つ
き
、
一
万
円
に
三
歳
に
満
た
な
い
児
童
の
数
を
乗
じ
て

得
た
額
に
引
き
上
げ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
十
九
年
三
月
以
前
の
月
分
の
児
童
手
当
及
び
附
則
第
六

条
第
一
項
の
特
例
給
付
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


